
令和３年度（２０２１年度） 事業報告書 
 

 

１ 法人の管理運営 

（１）会議等 

  ① 定時総会      ・・・ １回開催（6月 25日）  

  ② 理事会       ・・・ ３回開催（5月 27日、12月 13日、3月 14日） 

  ③ 監査 

    ア 会計監査人監査 ・・・ 会計監査人による期中監査及び期末監査を実施 

    イ 監事監査    ・・・ 1回開催（5月 11日） 

  ④ 委員会 

ア 運営委員会   ・・・  ２回開催（10月 25日、2月 3日） 

イ 資産運用委員会 ・・・  ２回開催（11月 29日、2月 28日） 

（２）情報公開 

   各種事業関連情報、財務情報等の運営管理に関する情報を適宜関係者に提供した。また、各種文書類やホームページを活用し、一

般社団法人として求められる情報を公開した。 

 

２ 退職共済に関する事業 

（１）退職共済金等の給付 

会員及び事業主から預託を受けた特定資産から、退職共済金、退職返還金及び脱会給付金の給付を適正に実施した。 

種  別 対象者数 給付額/返還額 備  考 

① 退職共済金 ２，５９７人 １，７９８，０５５，６１１円 

一人あたり平 均     ６９２，３５９円 

最 高 １３，０４０，３９６円 

最 低     ２７，０８６円 

② 掛金返還金 

（掛金納付 1年未満の退職） 
７９１人 １６，６９６，１００円  

③ 脱会給付金 

（退職を伴わない脱会） 
６人 ４，１４８，１００円  

④ 退職返還金 

（非行等を原因とする退職） 
４人 ９７９，８００円  

合 計 ３，３９８人 １,８１９,８７９,６１１円  

（２）資産運用益の配分 

会員への配当金額   ２２９，９７６，４８６円 

（３）資産運用について 

信託銀行への外部委託により資産運用を行った。また、安定的かつ適正な資産運用を図るため、運用方法や資産配分、信託銀行へ

の追加信託等について、資産運用委員会等での検討を行った。 

 

３ 慶弔共済金給付事業 

  会員からの会費及び施設からの負担金等を財源に、会員のための共助事業として慶弔共済金給付事業を行った。 

種   別 １件あたりの金額 件   数 給 付 額 

永年勤続  会員として１０年 １０，０００円 ７７４件 ７，７４０，０００円 

      会員として２０年 ２０，０００円 ３１７件 ６，３４０，０００円 

      会員として３０年 ３０，０００円 ５４件 １，６２０，０００円 

      会員として４０年 ５０，０００円 １３件 ６５０，０００円 

結      婚 ２０，０００円 ４４３件 ８，８６０，０００円 

傷  病  入  院 １０，０００円 ２５２件 ２，５２０，０００円 

会  員  の  死  亡 ５０，０００円 １４件 ７００，０００円 

災  害  被  災 ５０，０００円以内 ２件 ９０，０００円 

子  の  誕  生 １０，０００円 ５７８件 ５，７８０，０００円 

子 の 小 学 校 入 学 ５，０００円 ５０７件 ２，５３５，０００円 

配 偶 者 の 死 亡 ２０，０００円 ２４件 ４８０，０００円 

一 親 等 親 族 の 死 亡 １０，０００円 ５８２件 ５，８２０，０００円 

合    計 ３，５６０件 ４３，１３５，０００円 

 

 



４ 共助会セミナー 

（１）日時・方法 

  ① 集合開催：令和４年１月２８日（金）１３時３０分～１６時３０分 → 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

  ② 動画視聴：令和４年２月１４日（月）～３月４日（金）の間に配信 

（２）テーマ 

  職員が安心して働き続けられる職場環境づくり～「メンタルヘルス対策」と「休職者の復職支援」を考える～ 

（３）参加者数 

  ８８名（全員、動画視聴による参加） 

 

５ その他の福利厚生に関する事業 

  映画観賞券や観劇等の割引事業等の厚生事業を実施した。（新型コロナウイルス感染状況を考慮した上での実施とした。） 

また、住宅ローンの金利優遇や職域ローンとの提携、自動車保険や医療保険、宿泊施設等の割引提携、チケット会社との提携等を行

った。 

【募集事業実績】 ・事業数 ４事業（他、中止１事業）     ・事業費合計  ６，５０４，３００円 

・参加会員数延べ １，２９０名       （内、助成額  １，９９５，６５０円） 

 

６ 福利厚生センター（SOWEL CLUB）に関する事業 

社会福祉法人福利厚生センターの事業を受託し、福利厚生センターの会員向けに、旅行や食事クーポン斡旋等の事業を行った。（新

型コロナウイルス感染状況を考慮した上での実施とした。） 

【募集事業実績】 ・事業数 １０事業（他、中止１事業）    ・事業費合計 ３１，２３３，４６４円 

・参加会員数延べ ２，８５５名       （内、助成額 １２，５７３，４３６円） 

 

７ 加入促進 

  未加入施設・団体に対し、加入促進の働きかけを行った。 

年  度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 

施設・団体数 ８７０施設・団体 ８８７施設・団体 ９０３施設・団体 ８９６施設・団体 ９１８施設・団体 

会 員 数 ２４，２４４人 ２５，４２８人 ２６，１９９人 ２６，７３７人 ２７,５１０人 

 

８ 内部統制システム 

 本共助会は、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他一般社団法人の業務の適正を確保す

るために必要なものとして法務省令で定める体制等（以下、「内部統制システム」という。）の整備について以下のとおり決定してい

る。２０２１年度の運用状況の概況は以下のとおりである。 

１ 理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１） 共助会は、公益性に根差した退職共済事業等を行っていくうえで、コンプライアンス態勢の確立に取り組むことを方針とし、

理事等に周知・徹底して、法令、定款および社会規範等を遵守する。 

（２） 定款、規程等により理事会等を開催し、理事が迅速に各種の意思決定を行える体制を整え、理事間の意思疎通を図る。 

（３） 監事は理事会に出席するほか、監事監査等を行い、法令もしくは定款に違反するおそれまたは著しく不当な事案等が生ずるお

それがあると認められるときは、直ちに理事に対し法令、定款および社会規範等の遵守に向けて助言をすることとする。 

 ２ 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    理事の職務執行に係る情報については、定款、規程等に基づき作成する。記録文書は定められた期間にわたり適時適切に保存・

管理し、必要に応じて正当な権限を有する者が閲覧可能な状態を維持する。 

 ３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１） リスク管理に関し体制を整備する。 

（２） 個人情報管理規程等に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。 

（３） 事業活動に関するリスクについては、法令や共助会の規程等に基づき、事務局等が管理することを基本とする。 

（４） リスクの管理については、事務局が行うとともに、重要リスクが漏れなく適切に管理されているかを適宜調査し、その結果に

ついて理事会等に報告する。 

（５） 共助会の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、理事会で審議し、必要に応じて対策等の必要な事項

を決定する。 

（６） 非常災害等の発生に備え、情報連絡体制等を定める。 

 ４ 理事の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 

    理事会は、理事等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定款、規程等に従い、適正な意思決定に基づく業務執

行を円滑に進める。 

 ５ 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１） 理事長は、職員が法令並びに定款及び当共助会の規程を遵守し、倫理観をもって事業活動等を行うことを周知・徹底する。 



（２） 理事長は、職員の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監査し、その結果を理事会等に報告する。理事等は、

当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。 

 ６ 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該に関する事項 

    監事は、共助会の職員の中から監事事務局職員を任命する。 

 ７ 前号の職員の理事からの独立性に関する事項及び当該職員に対する指示の実行性の確保に関する事項 

    監事事務局職員は、監査業務に必要な指示命令を監事より受け、監事以外からの指示命令を受けないものとする。 

 ８ 理事及び職員が監事に報告するための体制その他監事への報告に関する体制 

    監事は、必要に応じて理事及び職員に対して報告を求めることができるものとする。また、監事より報告を求められた役職員は、

遅滞なく必要とされる報告を適正に行うものとする。 

 ９ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

    監事は、会計監査人から監査計画を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行うこと、また、必要に応じて会

計監査人の監査講評に立ち会うことのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができるものとす

る。 

 （２０２１年運用状況） 

・理事会などの重要な会議の議事録は開催ごとに作成し、適切に管理されており、理事、監事及び権限を付与された職員は、これ

らの記録を随時閲覧できる体制をとっている。 

・運営に重大な影響を及ぼす重要なリスクなどについて、随時理事会などに報告している。 

・情報連絡体制表を作成している。 

・コンプライアンス推進として、常時職員等からの報告もしくは相談を受け、不正防止等に関わる教育及び啓発活動を適切に実施

している。 

・監事への報告は適時に行われており、会計監査人より監査計画書などの説明を受け、情報を共有し効率的な監査を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

附属明細書 

 

 記載する重要な事項はございません。 


